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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年６月８日開催の取締役会において、平成23年６月29日開催予定の当社定時株

主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知らせ致

します。 

記  

 
１． 提案の理由 

経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、現行定款第20条３項（取締
役の定年）について、所要の変更を行うものであります。 
 

２． 変更の内容 
   変更の内容は、次のとおりであります。 
                           （下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（取締役の任期） 

第 20 条 取締役の任期は、選任後１年以

内の最終の事業年度に関する

定時株主総会の終結の時まで

とする。 

２ 増員又は補欠として選任され

た取締役の任期は、他の在任取

締役の任期の満了すべき時ま

でとする。 

３  取締役の定年は満65歳とする。な

お、任期中に定年を迎えた者は

その限りではない。 

（取締役の任期） 

第 20 条 取締役の任期は、選任後１年

以内の最終の事業年度に関

する定時株主総会の終結の

時までとする。 

２ 増員又は補欠として選任さ

れた取締役の任期は、他の在

任取締役の任期の満了すべ

き時までとする。 

３  取締役の定年は満69歳とす
る。なお、任期中に定年を迎
えた者はその限りではない。

 ３．日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成23年６月29日 

定款変更の効力発生日        平成23年６月29日 

以上 


